
躊副 スポ■ツ1妻皇保1餞:あこ基ら
この陽おりJは、スポーツ安全保険の概要を説明したものですので、団体構成員の皆様にもお渡しください。

鷹|スポ■ツ安全保険とは
(公財)スポーツ安全協会が契約者となり、加入手続きを行った5名以上のアマチュアの社会教育関係団体∝1)の構成員を被保険者 (補償の対象となる方)として、損害
保険会社9社 (裏面こ参照。)との間に、傷害保険 (突然死葬祭費用保険を含む。)および賠償責任保険を一描契約した補償制度です。

(注 1)社会教育関係団体とならなしヽ帝」
X家族だけで活動する団体 Xプロスポーツを行う団体 決営利活動を行う団体 (会員制スポーツクラブ等でも、その会員 参l」 ll者は加入できます。)

急激で偶然な外来の事故により被つた傷害による死亡、後遺障害t入院、手術、通院を補償
※熱中症および細菌1生

・ウイルス性食中毒も対象となりますきただし、AW区分でも「団体活動中およびその往復中」以外では対象となりません。

鳳築異蒙理豊墨‐他人にヶ力をさせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の賠償責任を負うことによつて被つた損害を補償

突然死 (急性′ふ不全、脳内出血などによる死亡)に際し、親族が負担した葬祭費用を補償
来AW区分でも「団体活動中およびその往復中J以外の突然死は対象となりません。

対象となる事故の範囲 日本国内での次の事故が対象 (学校管理下を除く。)

力日入手続きを行うた団体が指定する集合・解散場
所と被保険者の自宅との通常の経路往復中の事故
※自動車運転中の事故は、襲償責任保険の対象とは

環 呂あ慇 とな音讐与∬ 督臀言〒‐尋?7ガ
117害

kЭ 学校管機下の活動Iよ対象外

学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、高等
学校、中等教育学校、高等専Fl学校、特胃」支援学校
および児童福祉法に基づく保育所が組織する団
体(学校部活動等)における児童、生徒、学生また
は幼児の事故の場合t保険金請求時に学校管理下
でないことの学校長の証明書が必要となります。
学校管理下か否かは,学校長の判断によりますょ

燿入手続きを行つた『団体の管理下」にお:す る
爾体活動申の事故

1な言暴起藁繋纂:書醤蟄

国 銀険責任期1聞←選団体の|力猥入区分》
短期スポーツ教室の加入区分でこ加入の場合は、教室の開始日、掛金の支払完了日の
翌日またま平成26年4月 1日のうち最も遅い日の午前0時から有効となり、終期|よ

致室の終了日また1よ平成27年 3月 31日のいすれか早い日の午後12時までとなります。

平成 26年 4月 1日‐午前 01時から平成 27年 3月 3霧 轟午後 12時まで
ただし、加入手続日(tiガ 4月 1‐ 日以降の場合(鯛入手続日の翌日午前0時 |=か ら平成27年 3月 31日午後¬2時までとなります。
(注 1)加入手続日とは、加入依頼書を使用し掛金を指定銀行窓自で振込み、加入依頼書00が回収された場合は振込日を、指定銀行窓国以外、ゆうちょ銀行で

振込むなど、加入依頼書を支部宛に郵送する必要がある場合は、振込日と加入依頼書送付の消E猥 日のいずれか遅い日を指します。インターネット加入の
場合は掛金の支払日を指します。      ■  |

(注 2)翌月―括手続方式での中途I」0入手続きで、その要件を満たす場合、団体への入会日の翌日午前0時から有効でする      .    ‐

圏 加 入 区 分・ 掛 金 1補償 額 鷲 鉤 諄 朧 織 鶴 鶉 趾 辞 諭 と瀬 畠当たりあ定額保険釜が支払われ義

(団体活動を行う5名以上の方々でご加入ください。tll入者ことにtll入区分をこ選択ぐださい。)
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※危険度の高いスポーツ活動 (アメリカンフットボール、山岳登はん、ハンググライダー等) はD区分以外では補償されません。

(教室ごとに5名以上でご加入くださしヽ。)
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※インターネット加入をむ利用になれない場合は、一般団体のカロ入区分でごlll入 ください。

当しおりlま、スポーツ安全保険の概要を記したものです。こカロ入の際には必ず『スポーツ安全保険のあらまし』および「重要事項説明書」をよくお読みくださtl。

また、詳細は保険約款および特約書によりますが、こ不明な点につきましてはスポ■ツ安全協会または東京海上日動までお問い合わせください。
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(1)法律上の賠償責任が発生しなしヽ損害
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⑤ 地震、噴火、津渡などの天災:戦争、1変乱、暴動、そうじょう、労働争議など
(3)被保険者と同居する親族に対する賠償責任
(4)被保険者の所有て使用もしくは管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者
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(6)学校または保育所の管理下における活動に起

朧 損害 (ただし、D区分に加入の場合1ま対象(7)山岳登はんなどの危険度の高いスポーツ活動に

(8)義標呂喜記 団体活動を行い、または指進することを職務とする場合、その職務遂行に起歯する損害
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突然舞葬祭費用保険
次のような事由により生 じた突然死      |               ‐

被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失

日本国夕|での事故および保険期間外に発生 した事故
スポーツ安全保険 (傷害保険)の死亡保険金として支払い対象となる死亡
生前購入された墓地、墓石、仏壇等、被保険者が死亡する前に負担された費用 な ど
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事故発生のこ連絡が遅れたり、保険金請求書その他の必要書類のこ提出がない場合には、保険金をお支払いでき
ないことや、減額してお支払いすることがありますも保険金請求権には、時効(3年 )がありますのでご注意ください。

米木成年者が被保険者の場合|1保険金請求書ぉよび示談書に保護者の書名捺印が必要です。

●事崚1時01●連絡先 ※加入手続きのお問Ll合わせは各支部すでお願いしますょ襟占轟案倉饗鬱墓

`二

轡女覇留討謝黎螢「
都道府県 事故時の連絡先 (平 日9:00～ 17100) 都道府県 事故時の連絡先(平自9i00～117100)
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当補償制度は1スポーッ安全保険特約書 に基づく傷書保険 てスポ■ジ安全協会傷害保険特約 スポーシ安全協会場害保険特約 (学校管理下外担保)1突然死

蓄重霧詈糧雫媒彊模ア再曇曇宦黎 肇嘲罹暉鍵鼻悔 筆鍵轟霧う騨
償責任保険特約等付帯施設賠償責任保険およびスポ‐ツ安全協会傷害保険特約


